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医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長から通知が

ありましたので、御了知のうえ、貴会々員に周知願います。 

 

【概要】 

・精製ヒアルロン酸ナトリウムについて、区分等表示が変更となるが、適用日から１年間

は変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。 

・旧表示医薬品については、製造販売業者の責任の下、店舗等においてシール等を貼付す

ることにより変更後の区分等表示をすることも認められること。 等 
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